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第１節	 再犯防止に向けた基盤の整備等

１	 関係機関における人的・物的体制の整備
（１）関係機関における人的体制の整備【施策番号 88】 

警察庁は、ストーカー事案をはじめとする人身安全関連事案への迅速・的確な対応、少年非行の未
然防止、暴力団員の社会復帰対策に係る体制整備を推進している。

法務省は、高齢者や障害を有する者を始めとして、出所後に福祉的支援を要する受刑者等に対して
的確な支援を行うため、矯正施設に福祉専門官等を配置している（【施策番号 26】参照）。

また、更生保護官署には、受刑者に対する重点的・継続的な生活環境の調整、満期釈放者に対する
社会復帰支援の充実強化等のため、地方更生保護委員会に調整指導官を配置し、一部の保護観察所に
社会復帰対策官を配置している。

検察庁は、起訴猶予者等のうち入口支援が必要である者について、社会福祉事務所や保健医療機関、
特定非営利活動法人等に受入れを依頼するなどの社会復帰支援業務等を担当する検察事務官を配置し
ている。

厚生労働省は、刑務所出所者等に対して就労支援を行う就職支援ナビゲーターをハローワークに配
置している。

（２）関係機関の職員等に対する研修の充実等【施策番号 89】 
警察は、ストーカー加害者への対応、非行少年に対する支援、暴力団からの離脱に向けた指導等を

担当する職員に対し、実務に必要な専門的知識を習得させるための教育・研修を行っている。
厚生労働省は、刑務所出所者等に対する就労支援を担当する労働局やハローワークの職員等に対し

て、必要な研修等を実施している。
法務省における研修については【施策番号 16、32、34、51】、法務省及び検察庁職員の研修等へ

の派遣については【施策番号 81、94】を参照。

（３）矯正施設の環境整備【施策番号 90】 
法務省は、矯正施設において、医療体制の充実、バリアフリー化や各種矯正処遇の充実等のための

環境整備を行うほか、老朽化した矯正施設の建替えを始め、物的体制の整備を進めている。令和６年
度は、職業訓練等の指導を円滑に実施するための改修・修繕を行ったほか、高松刑務所等において、
再犯防止施策に資する施設の整備を推進した。しかしながら、矯正施設 271 庁（農場を含む。）のう
ち、99 庁が現行の耐震基準制定以前に建築された施設であり、老朽化対策を必要とする施設が多く
残っていることから、今後も、各種施策に合わせた改修・修繕を行うとともに、現行の耐震基準制定
以前に建築された老朽施設の建替え・長寿命化改修等を実施することとしている。

２	 業務のデジタル化、効果検証の充実等
（１）�矯正行政・更生保護行政のデジタル化とデータ活用による処遇等の充実のための基盤整備�

【施策番号 91】 
法務省は、受刑者等の情報をデジタル化し、一元的管理を推進することで、矯正行政の効率化を図

るとともに、より精度の高いデータに基づく処遇の実態把握や再犯防止効果の可視化を通じて矯正処



�  第１節　再犯防止に向けた基盤の整備等

令和７年版　再犯防止推進白書 155

特
集

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

基
礎
資
料
１

基
礎
資
料
２

再犯防止に向けた基盤の整備等のための取組
�

遇の一層の充実を図るため、これまでの業務システムを刷新し、令和６年度から、全国の矯正施設に
おいて、矯正処遇・再犯防止業務支援システムを運用している。

また、刑事手続のデジタル化に対応し、保護観察処遇等を充実させるとともに、保護司活動の負担
低減を図るため、電子データによる書類の作成・管理、オンラインによる書類の発受等が可能となる
よう、更生保護官署における業務全般のデジタル化に取り組んでいる。令和６年度は、次期更生保護
トータルネットワークシステムの要件定義を実施するなどデジタル化に向けた検討を進めた。

（２）再犯状況の把握と効果的な処遇の実施に向けた一層の情報連携と高度利活用【施策番号 92】 
法務省は、平成 29 年から、検察庁、矯正施設及び更生保護官署がそれぞれのシステムで保有する

情報のうち、犯罪をした者等の再犯等を防止する上で必要と認められる情報を一元的に管理・共有す
るデータ連携基盤である刑事情報連携データベースシステム（以下「SCRP」※ 1 という。）を運用して
いる。他の機関が個々の対象者に実施した処遇・支援等の内容の詳細を把握できる「データ参照機能」
や、再犯の状況把握や施策の効果検証等を簡易・迅速化する「データ分析機能」を利活用することに
より、①各機関における個々の対象者に対する処遇・支援等の充実、②再犯の状況や施策の実施状況
の迅速かつ効率的な把握、③施策の効果検証や再犯要因等の調査研究等を行うとともに、必要に応じ、
施策の見直しや新たな施策の企画を行うなどして再犯防止施策の推進を図っている。令和５年から、
SCRP の機能等を見直す観点から、一層の情報連携の促進と連携した情報のより効果的な利活用を実
現するための方策等について検討を進めている。

また、法務総合研究所では、令和６年 12 月に公表した令和６年版犯罪白書の特集「女性犯罪者の
実態と処遇」において、女性による犯罪の動向等のほか、女性犯罪者に対する処遇・支援の現状、女
性受刑者等を対象として実施した特別調査の結果を紹介し、女性犯罪者の再犯防止と円滑な社会復帰
を図る上で留意すべき点について報告した。

（３）再犯防止施策の効果検証の充実と検証結果等を踏まえた施策の推進【施策番号 93】 
法務省においては、エビデンス（科学的根拠）に基づく再犯防止施策の推進に向けて、効果検証と、

その結果を踏まえた施策の一層の充実に向けた検討を行っている。令和５年版再犯防止推進白書の特
集においては、犯罪や非行から離脱した当事者の語りを取り上げ、社会復帰を果たした者等が犯罪や
非行から離脱することができた要因の分析を試みた。また、令和６年版再犯防止推進白書の特集では、
当事者に加え、その当事者の社会復帰に携わった支援者の語りを取り上げ、令和５年版白書の分析も
踏まえながら、離脱の要因を改めて分析した。

また、矯正研修所効果検証センター※ 2 等と協力して、刑事施設における矯正処遇及び社会復帰支援、
少年院における矯正教育及び社会復帰支援、少年鑑別所における鑑別・観護処遇等に係る効果検証を
重ねるほか、アセスメントツール（例えば、受刑者用一般リスクアセスメントツール（Ｇツール）（【施
策番号 50】参照）、法務省式ケースアセスメントツール（MJCA）（【施策番号 50】参照））や処遇プ
ログラムの開発及び維持管理に資する研究等を体系的に実施している※ 3。加えて、効果検証センター
は、有為な人材の育成や職員の職務能力向上に資するため、外部専門家を講師に招へいして、拡大研
※ 1	 SCRP
	 System for Crime and Recidivism Prevention の略称。システムの機能と実績、活用例等については、令和３年度法務省行政事業レ

ビュー公開プロセス資料参照。
	 https://www.moj.go.jp/content/001350629.pdf

※ 2	 効果検証センター
	 矯正行政における EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案）の担い手として、刑事施設や少

年院における処遇プログラムの開発やその再犯防止効果の検証、受刑者や非行少年の再犯・再非行の可能性や指導・教育上の必要性を
把握するアセスメントツールの開発・維持管理等を行う矯正研修所の部署。

※ 3	 効果検証センターにおける研究結果等
	 https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse18-07.html

https://www.moj.go.jp/content/001350629.pdf
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修会を計画的に企画・実施しており、令和６年度は、オープンダイアローグ※ 4 の考え方と対話技法、
児童やその養育者に対するメンタライジングアプローチ※ 5、アディクションと家族、犯罪・非行の立
ち直り過程を踏まえた処遇の展開、発達特性を踏まえた受刑者への処遇の在り方をテーマとして取り
上げた。

さらに、保護観察所における暴力防止プログラムに係る効果検証を行っているほか、依存性薬物（規
制薬物等、指定薬物及び危険ドラッグ）の使用を反復する傾向を有する保護観察対象者等について、
地域における民間団体等による援助や支援の利用状況と、薬物再乱用防止プログラムとの関連につい
ての効果検証等を行っている。令和７年４月には、保護局観察課に効果検証室を設置し、これらの検
証を更に進めるとともに、効果検証の結果等を踏まえた施策内容の見直しの検討を含め、再犯防止に
関する施策の一層の推進を図ることとしている。また、更生保護就労支援事業（【施策番号７ウ】参照）
について、支援対象者の就職率及び職場定着率を把握し、施策の効果について、適宜検証等を行って
いる。

加えて、薬物事犯者に対し、施設内及び社会内処遇を通じた一貫した薬物防止プログラムの効果に
ついて、特に、対象者が地域における治療・支援につながったか否かを変数の一つとして効果検証を
行う計画を立て、令和６年度からデータ収集を実施している。

３	 再犯防止関係者の人材育成等【施策番号 94】 
法務省は、保護司、更生保護施設職員、更生保護女性会員、BBS 会員等の民間協力者に対して、

研修や講演の機会を通じて、犯罪をした者等への処遇や支援に関する知見を提供している。また、地
方公共団体との相互理解の促進及び広い視野を有する人材の育成の観点から、地方公共団体との人事
交流を実施しており、令和６年度末時点において、出向等により８名の職員を地方公共団体に送り出
している。さらに地方公共団体の職員等に対して、全国会議やブロック協議会（【施策番号 81】参照）
の機会を通じて、再犯防止に関する先進的な取組や好事例等を共有するなどして、再犯防止に関する
理解の促進を図っている。

矯正研修所（同支所を含む。）においては、令和５年度から、刑務所出所者等の地域生活定着に向
けた支援体制の充実化を図るため、矯正施設において地域との連携窓口を担当する職員等を対象とし、
地方公共団体等からも職員を講師等として招いて、再犯防止にも地方創生にも資する取組をともに検
討する「再犯防止×地方創生政策ワークショップ型研修」を実施している。

４	 広報・啓発活動の推進
（１）啓発事業等の実施【施策番号 95】

法務省は、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間
である７月を中心に、広報・啓発活動を積極的に展開している。令和６年度は、SNS を活用した広
報啓発を実施し、令和６年７月、動画「蝶野正洋が高知東生に聞く！「薬物依存の再犯防止」」を
YouTube 法務省チャンネルで配信した。同動画は、プロレスラーの蝶野正洋氏が、社会復帰を果た
した俳優の高知東生氏へのインタビューを行い、犯罪や非行からの立ち直りには、その背景にある問
題へのアプローチが重要であることや周囲の人の理解が大切であることについて知ることができる内
容となっている。

※ 4	 オープンダイアローグ
	 フィンランド・西ラップランド地方のケロプタス病院で行われていた精神疾患、特に統合失調症患者のケアの技法と臨床思想。
※ 5	 メンタライジングアプローチ
	 自己と他者の行動をその背後にある精神状態と関連付けて理解するメンタライジングの能力を促進することを目指す心理療法アプ

ローチ。
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また、全国８ブロックにおいて再犯防止シンポジウムを開催している。令和６年度は、「地域にお
ける “ 息の長い ” 支援の実現」をテーマとして開催し、合計で約 1,700 人の参加を得た。

さらに、「“ 社会を明るくする運動 ” ～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～」
を主唱している。これは、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築く
ための全国的な運動である。平成 26 年 12 月に犯罪対策閣僚会議において決定した「宣言：犯罪に
戻らない・戻さない」において、全ての省庁を本運動の中央推進委員会の構成員にするとともに、平
成 27 年からは、毎年、国民の理解を求める内閣総理大臣メッセージを発出するなど、本運動は政府
全体の取組として重要性の高いものとなっている。再犯防止啓発月間である７月は、本運動の強調月
間でもあり、全国各地において、運動の推進に当たっての内閣総理大臣メッセージ、ポスター、動画
等の広報啓発資材を活用し、地方公共団体や関係機関・団体と連携して、国民に対して広く広報啓発
を行っている。

令和６年に実施した第 74 回 “ 社会を明るくする運動 ” では、「想う、ときには足をとめ。」をテー
マ（写真 7-95-1参照）に、全国で４万 3,187 回（令和５年：４万 5,926 回）の行事が実施され、
延べ 146 万 7,029 人（令和５年：139 万 8,782 人）が参加した。同運動では、デジタルサイネージや、
SNS、イエローライトアップ等の多様な手段を用いた広報等が行われた（写真 7-95-2参照）。また、
若年層を始めとする幅広い年齢層の方々にとって身近で親しみの持てるような広報を展開するため、
更生保護マスコットキャラクターである「ホゴちゃん」の活用、吉本興業株式会社と連携した広報・
啓発活動が行われた。

法務省の人権擁護機関では、刑を終えて出所した人の社会復帰に資するよう、「刑を終えて出所し
た人やその家族に対する偏見や差別をなくそう」を人権啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、啓発
冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施するとともに、全国の法務局や特設の人権相談所において人
権相談に応じている。人権相談等を通じて、刑を終えた人に対する差別等の人権侵害の疑いのある事
案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。令和
６年における刑を終えた人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の件数は７件であった（令和５年：
２件）。

検察庁においては、学生や一般の方々を対象に実施する広報活動等において、検察庁における再犯
防止・社会復帰支援に関する取組を説明するなど、再犯防止に関する広報・啓発活動を推進している。
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写真提供：法務省

写真 7-95-1	 第 74回 “社会を明るくする運動 ”ポスター

写真提供：法務省

写真 7-95-2	 イエローライトアップ
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（２）法教育の充実【施策番号 96】 
法務省は、学習指導要領を踏まえた学校教育における法教育※ 6 の実践の在り方及び教育関係者と

法曹関係者による連携・協働の在り方等、法教育に関する取組について多角的な視点から検討するた
め、法教育推進協議会及び部会を開催（令和６年度：６回）している。

令和４年４月に成年年齢が 18 歳に引き下げられたことを踏まえ、契約や私法の基本的な考え方を
学ぶことができる高校生向けのリーフレット※ 7 及びリーフレットの内容に関する専門家の解説動画
等を、引き続き、法務省ウェブサイトで公開しているほか、令和６年度は、全国各地の学校等で出前
授業をしているお笑い芸人「オシエルズ」が制作・出演した法教育紹介動画である「オシエルズが教
える法教育動画」※ 8（計６本）を YouTube 法務省チャンネルで配信した。

また、これまでに、発達段階に応じた法教育教材を作成し、全国の小中学校、高等学校、教育委員
会等に配布したほか、令和４年度には、刑事裁判手続を模擬的に体験できる視聴覚教材である「もぎ
さい」法教育教材を作成し、教員用の説明資料、授業用ワークシート等の補助資料とともに法務省ウェ
ブサイトで公開した※ 9。

これらの教材の利用促進を図るため、同教材等を活用したモデル授業例を法務省ウェブサイトで公
開しているほか、法教育の具体的な実践方法を習得してもらうため、法教育セミナーを実施している。

さらに、学校現場等に法教育情報を提供することによって、法教育の積極的な実践を後押しするた
め、法教育に関するリーフレット※ 10 を作成し、全国の小中学校、高等学校、教育委員会等に配布し
ているほか、学校や各種団体からの要請に応じて、法務省の職員を講師として派遣し、教員、児童・
生徒や、一般の人々に対して法的なものの考え方等について説明する法教育授業を実施している。

矯正施設においても地域の学校等で法教育を行っているところ、特に、少年鑑別所（法務少年支援
センター）では、地域援助として、教員研修において少年院・少年鑑別所に関する内容を始めとする
少年保護手続等について講義を行うほか、施設参観の機会等を利用して少年鑑別所の業務等について
説明を行うなどの法教育を行っている。主な内容としては、「少年保護手続の仕組み」、「特定の非行・
犯罪の防止（薬物・窃盗・暴力等）」、「生活態度・友達づきあい」、「児童・生徒の行動理解及び指導方法」
等である。令和６年度には、矯正施設全体として約 2,400 回、延べ約 14 万 2,000 人に対して法教
育を実施した（令和５年度：約 2,300 回、延べ約 11 万 3,000 人）。

また、保護観察所においては、学校との連携を進める中で、又は、広報の一環として、保護観察官
や保護司が学校等に赴いて、更生保護制度等に関する説明を行うなどの法教育を実施しており、令
和６年度には、約 405 回、延べ約２万 7,600 人に対して実施した（令和５年度：約 350 回、延べ約
２万 3,700 人）。

検察庁においては、学生や一般の方々に対し、刑事司法制度等に関する講義や説明等を実施するな
どし、法教育を推進している。

※ 6	 法教育
	 法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための

教育であり、法教育の実践は自他の権利・自由の相互尊重のルールである法の意義やこれを守る重要性を理解させ、規範意識を涵
かん
養す

ることを通じて再犯防止に寄与するものである。
※ 7	 成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット
	 https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_koukouseimukeleaflet.html

※ 8	 オシエルズが教える法教育動画
	 https://www.youtube.com/playlist?list=PLSmkcN62qni75HtnWQcZSgh64RuY_m6a_

※ 9	 「もぎさい」法教育教材
	 https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_mogisaiban.html

※ 10	法教育リーフレット
	 https://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html
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更生保護における
EBPMに基づく施策の推進

法務省保護局観察課効果検証室

政府全体において、近年、合理的根拠に基づく政策の企画を行い、政策の効果の検証を行うことに
よって、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼を確保する取組（EBPM：エビデンス・ベースト・
ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案）が進められています。

これまでも、更生保護では、例えば、「性犯罪者処遇プログラム」の効果検証を行い、令和２年３
月にその結果について公表しています。また、令和元年９月から令和２年８月にかけて、外部有識者
を構成員として、刑事施設及び保護観察所における、より効果的な性犯罪者処遇プログラムの実施に
向けた検討会を行いました。その結果を踏まえ、受講者の動機付けや強み等により着目した内容に改
訂し、令和４年４月から「性犯罪再犯防止プログラム」として実施しています。

また、効果的な社会内処遇に関する理論と実証研究に基づいて、保護観察における新たなアセスメ
ントツールである CFP（Case Formulation in Probation/Parole）（【施策番号 50】参照）を開発し、
二度の試行の上で、令和３年１月から本格実施しました。さらに、専門家の協力を得て、ツールの予
測妥当性と信頼性の検証を行い、その結果を踏まえて、令和７年６月から動的リスク評価を導入する
などしてツールを拡充しました。

このように、更生保護においては、施策の効果検証や調査研究の成果等を踏まえ、内容の見直し等
を行ってきました。

令和５年３月に閣議決定された第二次再犯防止推進計画では、基本方針の一つとして「再犯の防止
等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を踏まえ、必要に応じて再
犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から意見聴取するなどして見直しを行い、
社会情勢等に応じた効果的なものとすること」とされています。

これらを踏まえ、更生保護行政における理論的・実証的基盤を更に強化するとともに、より効果的
な施策の企画・立案等を行うため、法務省においては、令和７年４月から、保護局観察課に効果検証
室を新設しました。

効果検証室においては、①犯罪をした者等に対する社会内処遇の効果の検証、②犯罪をした者等に
対する社会内処遇又は施策の実施状況等の調査・分析、③先行研究等の調査研究、④効果検証の結果
や調査結果等を踏まえた施策の企画・立案等を行っています。

これまで更生保護では、様々な施策を実施し、一定の成果を挙げてきましたが、今般新設された効
果検証室の業務を通じて、更生保護における施策に関する効果検証や調査研究等を一層充実強化し、
施策の不断の見直しを行い、犯罪をした者等の再犯防止や改善更生のために、エビデンスに基づく構
造化されたアセスメントを行い、これを踏まえた専門的な判断に基づく効果的な指導・支援・調整を
行っていくこととしています。また、調査研究等によって得られた知見を保護司を始めとする民間協
力者や地域の関係機関・団体等に対して積極的に還元し、“ 息の長い ” 支援を実施することで、新た
な犯罪や犯罪被害を生まない安全・安心な社会、そして「誰一人取り残さない」共生社会の実現を目
指してまいります。
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４月 17日は
「国際更生保護ボランティアの日」

法務省保護局更生保護振興課研修企画係

１	 �はじめに

令和６年４月に開催された第２回世界保護司会議において、保護司を始めとする更生保護ボラン
ティアの取組を促進し、その国際的な認知度を向上させることを目指して、４月 17 日を「国際更生
保護ボランティアの日」とする宣言が承認されました。

翌年４月 17 日には、その１周年の記念日を迎えるに当たり、多くの企業・団体の御協力を得て、様々
な広報イベントを行いました。以下、いくつかのイベント例を紹介します。

２	 �東京スカイツリーⓇイエローライティング等について

東武タワースカイツリー株式会社の御協力の下、４月 17 日に、東京スカイツリーに更生保護のシ
ンボルカラーであるイエローの点灯がされる特別ライティングが実施されました。

また、東京スカイツリーに来場される方々に更生保護の取組を知っていただくため、東京スカイツ
リー公式キャラクター「ソラカラちゃんⓇ」、更生保護マスコットキャラクター「ホゴちゃん」、地元
墨田区のおしなり商店街のイメージキャラクター「おしなりくん」、同じく地元墨田区の本所吾妻橋
商店会のイメージキャラクター「あづちゃん」による特別グリーティングを開催しました。

スカイツリーを訪れる人には外国人も多く、まさに更生保護ボランティアについて国際発信する貴
重な機会になりました。

グリーティング会場で配布したステッカーのイラストは、東京スカイツリーを背景に、第 75 回 “ 社
会を明るくする運動 ” ポスターの図柄と、ホゴちゃん・サラちゃんが描かれた親しみやすいデザイン
となっており、更生保護になじみがない方々にも大好評でした。

３	 �東京都等の御協力について

東京都や新宿区の御協力の下、都庁都民広場において式典が開催されたほか、新宿中央公園前で警
視庁音楽隊やカラーガードを交えたパレードが開催され、約 450 名の更生保護関係者の方々が更生
保護のシンボルカラーである黄色のスカーフを振って行進しました。

また、夜には東京都庁第一本庁舎等のイエローライトアップも実施されました。

４	 �丸善雄松堂株式会社及び株式会社丸善ジュンク堂書店の御協力について

４月１日から同月 30 日まで、丸善丸の内本店、丸善日本橋店、丸善ジュンク堂書店池袋本店の３
店舗で、「犯罪からの立ち直りに寄り添う－更生保護とは－」と題して更生保護に関する企画コーナー
を設けていただき、更生保護に関する書籍を紹介文とともに並べていただきました。店舗には「国際
更生保護ボランティアの日」ポスターも掲示いただき、書店を訪れた人に、更生保護について知って
いただくことができました。

５	 �墨田区役所のアトリウムにおける企画展示

墨田区役所１階のアトリウムにおいて、４月 14 日から同月 18 日までの１週間、更生保護に関す
る企画展示を行いました。

同期間中、パンフレットやポスターを熱心に御覧になっている人もおり、更生保護を身近に感じて
いただくことができたと思います。
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６	 �“ 国際更生保護ボランティアの日 ”１周年を記念するウェビナー

オンライン・イベントとして、日本とタイ、シンガポール、マレーシア及びインドネシアを結び、
各国の更生保護ボランティアの取組についての情報共有などを行うウェビナーを開催しました。

７	 �おわりに

法務省では、今後も「国際更生保護ボランティアの日」の広報を通じて、国内外に更生保護ボラン
ティアの活動の意義を一層発信していくこととしています。

グリーティングの様子

パレードの様子 ステッカー
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社会復帰を果たした者等の
犯罪や非行からの離脱プロセス

法務省大臣官房秘書課

法務省大臣官房秘書課では、令和５年版再犯防止推進白書の特集において、犯罪や非行から離脱し
た４名の当事者の語りを、令和６年版の同白書の特集においては、犯罪や非行から離脱した３名の当
事者及びその立ち直りを支えた支援者の語りを聴取し、そこから見えてくる犯罪や非行からの離脱要
因の分析を試みました。本白書では、当事者の立ち直りに向けた支援を促進していくに当たり、引き
続き更なる事例の集積を行うため、コラムとして、非行から立ち直った当事者と立ち直りを支えた支
援者の語りを掲載することとしました。

	 �事例

� 20 代女性
１　私にとって非行とは

私は、中学生の頃から万引きをしていました。最初の頃は、お金が欲しくなったら、万引きしてお
金に換えればいいやという安易な気持ちで万引きをしていました。

親と折り合いが悪かった私は、高校卒業後、実家を出て、交際相手と同棲生活をしました。交際相
手は、至って常識的な人で、私たち二人のために真面目に働いていてくれましたが、私は、働いてお
金を稼がなければいけないと分かっていながらも、楽に稼ぎたいという気持ちから万引きを続け、次
第に盗む物の金額も大きくなっていきました。

２　処分を受けて
そのような生活はいつまでもうまくいくわけがありません。私も例外ではなく、19 歳のときに、

窃盗で警察に逮捕されてしまいました。逮捕されたときは正直、「やばいな。」と感じました。翌年に
は成人式もありましたし、少年院に入りたくないという気持ちが強かったです。一方で、いつかは万
引きを止めなければいけないという危機感もありましたので、逆に逮捕されて良かったという気持ち
もありました。逮捕された段階で、「もう捕まりたくない。」という気持ちは明確でしたが、まだ先の
ことは考えられませんでした。

３　離脱の過程における転換点
留置場を経て、少年鑑別所に入ることとなりました。少年鑑別所では、職員の方にも気に掛けても

らい、きちんと話を聞いてもらうことができたので、落ち着いて生活できました。親は数回面会に来
てくれて、その頃から少しずつ、親との関係性が雪解けに向かったと思います。

そんな中で、弁護士の先生から紹介を受けて、再非行防止サポートセンター愛知の高坂さんに出会
いました。複数回の面接を経て、社会に戻ったら、高坂さんの運営する自立準備ホームに帰住できる
こととなりました。

家庭裁判所の審判では保護観察処分となり、少年鑑別所を出て、自立準備ホーム（【施策番号 21】
参照）に入居しました。その後、介護の仕事を見つけたものの、最初は働くことが嫌で長続きせず、
その後も離職を繰り返しました。しかし、自立準備ホームのスタッフの皆さんが、厳しい指導ばかり
ではなく、励まし支えてくれたこと、保護司さんからも温かいサポートを受けられたこと、何より、
後に夫となる当時の交際相手が変わらずに支え続けてくれたことから、徐々に仕事も長続きするよう
になりました。立ち直りの過程で親との関係が更に改善したことも、大きな支えになったと思います。

入居から約半年後、生活も安定してきたので、自立準備ホームを円満に退所し、再び交際相手と同
棲生活を送り始めました。今は、介護の仕事を離れて、施工管理の仕事を数年経験した後、営業の仕
事に就いています。自立準備ホームの退所から５年後に結婚し、夫とともに穏やかな日々を過ごして
います。
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４　立ち直って思うこと
自分はかつて、非行をし、逮捕されました。逮捕されるまでは、このままではいけないという危機

感はあったと思いますが、窃盗をやめることはできませんでした。非行をしてしまう前に、支援して
くれる人や、相談に乗ってくれる人がいたなら、非行してしまうのを回避できたのではないかと思う
こともあります。逮捕された後に、少年鑑別所や自立準備ホームでの生活の中で、支えてくれた人た
ちに恵まれ、本当に感謝していますが、一方で、もし、支えてくれる人と、相性が合わなかったら、
再非行をしていた可能性も十分にあると思っています。もう犯罪をしたくないという思いは強いです
が、今でもメンタルが崩れそうになるときもあります。そんな時にただ助けを待っているだけではな
く、自分から手を伸ばして、支えてくれる人たちに助けを求めることも大事なのだと思います。今も
高坂さんをはじめとした自立準備ホームのスタッフの方々に、よく相談に乗ってもらい、助けていた
だきながら、社会生活を送っています。

どんな人でも立ち直れるきっかけに出会える日が絶対に来ると思っています。どんなに非行や犯罪
を繰り返していても、このままではだめだ、変わらなきゃ、と必ず気付ける時が来ると思います。今、
犯罪や非行を繰り返してしまっている人にも、そんな時が絶対に来るから、その時まで、頑張ってほ
しいと思います。

立ち直りを支援する人の視点から
� NPO法人再非行防止サポートセンター愛知理事長　高坂　朝人

彼女が逮捕され、少年鑑別所に入っていた頃、担当の弁護士さんからの依頼があり、少年鑑別所に
面会に行ったのが初めての出会いでした。最初の印象は、明るくて元気があり、自分の考えをしっか
り話してくれる子だと思いました。何度か面接を重ね、当法人が運営する自立準備ホームで彼女を受
け入れることとしました。その後、家庭裁判所の審判において、保護観察処分となったため、保護観
察開始とともに、その日に自立準備ホームに入居しました。

自立準備ホームに入居した後、最初こそ昼夜逆転のような生活をしていたこともあり、仕事の面接
の予定を入れていたのに寝坊してしまうこともありましたが、彼女を自立準備ホームに受け入れた日
の月末には、就職面接に行き、真剣に仕事を探し始めていました。

その後も、ようやく見つけた仕事を２週間で辞めてしまったりするという紆余曲折もあったのです
が、その都度彼女の相談に乗りながら、寄り添っていきました。私たちは彼女の支援をするに当たり、

「犯罪でお金を稼がないこと」「できれば昼の仕事を続けること」を伝えつつ、「仕事を休んだりする
ことを厳しく責めないこと」「彼女の性格に合わせて励ましながら寄り添うこと」を心掛けて接して
いました。

結果として、彼女は自分の力で新たな仕事を見つけ、家族や交際相手の支えも得ながら、約半年で
自立準備ホームを退去し、自立することができました。今でも、時折彼女から連絡があり、無事に社
会人生活を送っている旨の報告をいただいています。

私は、犯罪や非行から立ち直ろうとする当事者の方を支援するに当たって、支援者と当事者の関係
構築が重要だと思っています。制度や組織として事務的に関わるのではなく、一緒に食事をとるなど、
共に時間を過ごすことで、人と人との信頼関係を構築することが支援者に求められていると考えます。

なお、これまで数多くの方を支援してきましたが、様々な経験を通して考えることとして、矯正施
設の職員と、社会内にいる支援者の連携が更に進めば良いと思います。矯正施設の職員の方には、もっ
と塀の外に出ていただいて、社会内で行われている支援についての理解を一層深めていただきたいで
すし、保護観察官や地方自治体の職員等の社会内にいる支援者も、支援対象者が矯正施設を出所等す
る前から、もっと矯正施設に赴いて、必要な支援を行っていただきたいです。施設内と社会内の支援
者相互の行き来がもっと増えれば、立ち直ろうとする人に対してより充実した支援を行うことができ
ると思っています。




